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 酪農学園大学（以下「本学」という。）は、「研究機関における公的研究費の管理・監査の

ガイドライン（実施基準）」（平成 19 年 2 月 15 日文部科学大臣決定（令和 3 年 2 月 1 日改

正））及び研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン（平成 26 年 8 月 26

日文部科学大臣決定）に基づき、本学における公的研究費等の不正使用を防止するために不

正防止計画を定め、適正かつ効果的な運営に努めていきます。 

 

１．組織内の責任体制の明確化 

不正発生の要因 具体的な不正防止計画 

責任者の責任と権限が不明確である。 責任体系を以下の通りとし、周知徹底を行う。 

最高管理責任者（学長） 

・大学全体の統括、公的研究費の運営・管理につい

ての最終責任者。 

・基本方針を策定し、必要な措置を実施する。 

・統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任

者へ適切な指示を行う。 

統括管理責任者（大学事務局長） 

・最高管理責任者を補佐し、公的研究費の運営管理

について大学全体を統括する責任者。 

・具体的施策を策定し、コンプライアンス推進責任

者又は担当部署等に指示を行う。 

コンプライアンス推進責任者（教育センター長） 

・統括管理責任者の下、公的研究費の運営・管理に

ついて各研究科、各学群を統括する責任者。 

・コンプライアンス教育、研究倫理教育を実施し、

誓約書、修了証の提出を求める。また、具体策の

実施、研修の受講管理・指導、モニタリング・改

善指導、状況報告を行う。 

コンプライアンス推進副責任者（研究科長・学群

長） 

・コンプライアンス推進責任者の下、本学の学群、

学類及び研究科等における研究費等の運営及び

管理について統括する実質的な責任と権限を持

つ者。 

通報窓口（内部監査室） 

・研究不正行為等が疑われる事案発生時に通報す

る窓口。 

・公的研究費の適正執行のために内部監査及び改

善指導を行う。 



相談窓口（学務部研究支援課） 

・公的研究費の事務処理等に関する相談窓口。内部

監査室と連携して研究不正行為事案に対応す

る。 

管理責任者の交代等により責任・権限の認識が不

足し、責任の範囲等が曖昧になりやすい。また、時

間経過に伴い、責任意識が低下する。 

・責任者の交代時には、十分な引継ぎを行うととも

に、担当部署及び担当者による説明を行い、責

任・権限を理解する。 

・責任体系を本学ホームページで学内外に公開し、

各会議や研修等を通じて意識向上のための啓発

を図る。 

 

２．適正な運営・管理の基盤となる環境の整備 

不正発生の要因 具体的な不正防止計画 

公的研究費の事務処理手続きに関する理解が進ま

ない。 

・研修等による説明又は個別相談により適正な運

用の徹底を図る。また、関係規程及び会計事務の

手引きを改めて広く周知する。 

コンプライアンスに対する関係者の意識が希薄で

ある。 

・構成員に対して、行動規範の周知徹底を図り、コ

ンプライアンスの意識を向上させる。 

・公的研究費等の運営・管理に関わる全ての構成員

に対して、コンプライアンス教育を実施し、誓約

書の提出を求める。 

・本学の登録業者に対してコンプライアンス教育

を実施し、誓約書の提出を求める。 

 

３．不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実施 

不正発生の要因 具体的な不正防止計画 

予算執行時期又は購入業者に偏りがある。 ・定期的に予算の執行状況を確認し、研究者へ通知

を行う。また、利用している購入業者の偏りが見

られる場合は、研究者へ事情を聴取する。 

不正防止計画が適切に見直されていなく、周知が

不足している。 

・不正防止計画を定期的に見直し、メール、ＨＰ、

各会議等で周知徹底する。 

 

４．公的研究費等の適性な運営・管理活動 

不正発生の要因 具体的な不正防止計画 

予算執行計画・予算執行管理に対する意識が希薄

である。 

・予算の計画的執行について定期的に注意喚起を

行い、予算執行状況を通知して意識向上を図る。 

不正防止計画が適切に見直されていなく、周知が

不足している。 

・不正防止計画を定期的に見直し、メール、ＨＰ、

各会議等で周知徹底する。 

 

５．情報発信・共有化の推進 

不正発生の要因 具体的な不正防止計画 

情報発信・共有化が十分に行われず、誤った理解に ・構成員を対象とした研修会等により、情報共有や



基づいたルールを運用される可能性がある。 説明を十分に行う。また、個別相談を行いやすい

環境を整える。 

通報窓口・相談窓口に関する周知が不徹底である。 ・「研究機関における公的研究費の管理・監査のガ

イドライン」に基づく本学の責任体制図を本学

ホームページで学内外に公表し、周知徹底を図

る。 

 

６．モニタリングの在り方 

不正発生の要因 具体的な不正防止計画 

予期せぬ不正が発生したり、モニタリングが形骸

化してしまう。 

・内部監査室は理事長の直轄的な組織として、競争

的研究費やその他の研究費についての運営・管

理に関する構成員の職務及び財務・会計等の監

査を実施する。 

・あらかじめ不正が発生するリスク要因を把握し

てモニタリング対象の範囲や優先度を決め、書

面調査及び聞き取り調査を行う等、効果的なモ

ニタリングを実施する。 

 


